
7つの「消費者権」を定めました 消費者権実現のための施策 

京都市消費生活条例・同施行規則を施行します （平成17年10月1日） 

1 危害を及ぼす商品の回収
や製造の中止などを求め，

事業者が従わない場合，

公表します。 

安全が確保され， 
財産を侵害されない権利 

商品の表示や広告などが

事実と異なることのない

よう，市の基準や事業者

の義務を定めています。 

2商品等の表示，計量，包装，
広告，価格及び供給の適正
化を求める権利 

3

不適正な取引行為を 
行わないことを求める権利 

食の安全や環境に配慮した

商品などに関する情報をは

じめ，消費生活に関する有

益な情報を提供します。 

4

迅速かつ適切に知る権利 

年齢や判断能力に配慮

しながら，家庭，地域，

学校など，あらゆる場

所で学習できる機会の

拡大を図ります。 

5

教育を受ける権利 

広く「消費者権」が侵害さ

れた際などに，市に適切

な対応をするよう申し出

ることができます。 

6
消費生活に関する意見を 
反映させることを求める権利 

消費者被害の未然・拡大

防止のため，緊急の必要

があるときは事業者名な

どを公表します。 

7
権利が侵害されないよう必要な措置が講
じられるとともに，権利が侵害された場
合に，迅速かつ的確に救済される権利 

特別号 保存版 

上記7つの消費者権を実現し，消費生活の安心・安全，消費者の自立などを図る

施策を総合的かつ計画的に実施するため，基本的な計画を定め，公表します。 

　京都市では，昭和50年に京都市消費者保護条例を制定し，市民の消費生活の安定及び向上を図ってきました。 

　その後，わたしたちのくらしは，近年の規制緩和や高度情報化の進展などにより，豊かで便利になった反面，生活を脅かすいろいろな事件や

消費者被害も増加し，その内容も複雑になるなど，消費者を取り巻く環境も大きく変化しました。 

　これらに対応し，より充実した施策を推進するため，その拠り所である条例を全面的に改正しました。 

　京都市消費生活条例は，具体的な手続などを定めた京都市消費生活条例施行規則と併せて，平成17年10月1日に施行します。 

複雑・多様化する悪質商法に対応するため，高齢者・
障害者の方などに配慮することとしています。事
業者による不適正な取引行為を幅広く規定する
とともに，警察
署との連携を盛
り込んでいます。 

消費生活基本計画  



悪質商法の相談が多数寄せられています。 

　京都市消費生活条例第20条では，事業者が消費者に対して不適正な取引行為を行うことを禁止して

います。市民生活センターは，皆様の生活における安心・安全を守るため，悪質商法についての相談

をお受けしておりますので，是非ご利用ください。以下，特に相談の多い商法についてご紹介します。 

マルチ商法 
 
「もうかる」と言って商

品を買わせたり，入会

金を払わせて組織に加

入させますが，一握り

の人間にしか大きな利

益が入らない仕組みに

なっています。勧誘し

た人が加害者になって

しまう場合もあります。 
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　皆さんの周りには，こうした悪質商法

の被害にあっているにもかかわらず，そ

のことに気づいていない方がおられます。

特に，高齢者だけの世帯やひとり暮らし

で家にこもりがちの方は，被害が拡大す

る可能性もあり，周りの方が注意して見

守ってあげることが被害の防止のために

も大切です。 

　親戚の方，ご近所の方，ホームヘルパー，

老人福祉員…の皆さん！高齢の方の家を

訪れた際，「本人の様子がおかしい」「よ

く業者が出入りしている」「家財道具な

どが増えている」等の変化を見逃さず，

悪質商法の被害にあっていないかを確認

して，もし被害にあっている場合にはす

ぐ市民生活センターに相談してください。 

 

　点 検 商 法 
 

点検すると言って訪問し，「瓦がずれてい

る」「床下の湿気が強い」「水道水が汚れ

ているので浄水器を取り付ける必要があ

る」などと偽って必要のない契約を勧め

ます。「代金が高額」「工事がずさん」と

いう苦情も多くあります。 

　次 々 販 売 
 

一度契約すると，「今度は天井裏にカビが

生えているので除湿剤や換気扇を置いた

ほうがいい」，「このまま放っておくとシ

ロアリが大発生してしまう」などと言って，

次々と工事などの契約をさせられる被害

が増えています。 
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　キャッチセールス 
 

アンケートと言って路上などで引きとめ，化粧品，

エステなどに勧誘します。事務所に連れて行か

れることも。「このまま放っておくとしみ・しわ

だらけになる」とおどかされたり，帰りたいのに

「契約するまで帰さない」と言われ，しぶしぶ高

額な契約をさせられます。 
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その他にも こんな手口が…。 

　かたり商法 
 

「消防署の方から来ました」と消防署員などを装っ

て住宅用火災警報器の設置を迫り,「今設置しな

いと処罰されます」などと言って，不当に高額な

商品や粗悪な商品を販売します。 

アポイントメントセールス　 

電話やハガキで「当選した」「会ってお話したい」などと，販売目的を隠
して喫茶店や事務所に呼び出し，商品・サービスを売りつけます。 
 ネガティブオプション　 

注文していない商品を一方的に送りつけ，受け取った以上義務があると勘
違いし支払うことを狙った商法。代金引換郵便を悪用することもあります。 

健 康 商 法 　  

医薬品のような効果が期待できないにもかかわらず，「病気が治る」「使うと
長生きする」とうたって高価な健康食品・器具を売りつけます。 
 内 職 商 法 　  

手軽に収入が得られるかのように誘いますが,「機器（教材）を買って試験に合格
する必要がある」とか「代理店登録費用を払って欲しい」と負担を求められます。 

　不当請求  
　 
携帯電話，メール，ハガキなどで身に覚えのない代金・債権

などを脅迫的な文面で請求する手口です。インターネット上

で無料サイトと表記しておきながら，画像などをクリックす

ると「入会金○○円です」などと請求してくることもあります。 

ちょっとならいいか… 

▼ 



　　　　　　―　　　　　　　―   

 




